
任意継続被保険者   記号・番号 資格取得年月日 喪失予定年月日 経 済 団 体 健 康 保 険 組 合

9 年  月  日 年  月  日 常務理事 事務長 係

任意継続被保険者標準報酬月額 一般保険料

千円

介護保険料

合 計

※上記は、

健康保険 任意継続被保険者 資格取得申請書

枠の下の注意事項をよく読んで、太枠内を洩れなく記入して下さい。

扶養家族がある場合は、被扶養者の再確認のために必要な書類を添付して下さい。

現在の健康保険証 申請者

の

氏 名

フリガナ 男

・

女

生 年 月 日

記 号 番 号 昭 和 

平 成

年 月   日

（ ）才

申 請 者 の 住 所

〒 －

電話（ － － ）

最後に被保険者として

使用されていた事業所

名

称

資 格 喪 失 日

及び

標 準 報 酬 月 額

被保険者資格を喪失した年月日 資格喪失時の標準報酬月額

千円令和     年     月     日

（注）退職の場合の資格喪失日は、退職の日の翌日になります。 （注）ご不明の方は、事業所健保担当者にお訊ね下さい。 
※この標準報酬月額が基準となり保険料が決定されます。

保 険 料 納 付 方 法
1. 一括払い 2. 分割払い（二回） 3. 毎月払い

・一括払いは資格取得月～翌年 3 月の 1 回払い、分割払いは資格取得月～9
月、10 月～翌年 3 月の 2 回払いになります。

・一括払い、分割払い（二回）には保険料の割引が適用されます。

・前納期間中は自己都合による資格喪失はできません。ただ、再就職によ

り新たに健康保険の資格を取得した場合、および被保険者が死亡した場

合は資格喪失となり、未経過分の保険料は返納されます。

・保険料は当月分を毎月 10 日までに指定

銀行口座に振り込んでいただきます。

・指定日までに振込がない場合は、その翌

日から資格喪失になりますので、ご注意

下さい。

保険料納付には右の 3 つ

の方法があります。希望の

番号に○印をつけて下さ

い。

被

扶

氏 名 生 年 月 日 職業・年間収入 年金種別・年間受給額 扶 養 の 理 由

フリガナ
男
・
女

続柄 昭和

平成

令和

年 月 日

職業 種別

円 円

同

別
居

別居の

住 所

〒 － 仕送

り額

毎月 円

年額 円

養

申

氏 名 生 年 月 日 職業・年間収入 年金種別・年間受給額 扶 養 の 理 由

フリガナ
男
・
女

続柄 昭和

平成

令和

年 月 日

円 円

同

別
居

別居の

住 所

〒 － 仕送

り額

毎月 円

年額 円

請

欄

氏 名 生 年 月 日 職業・年間収入 年金種別・年間受給額 扶 養 の 理 由

フリガナ 続柄 昭和

平成

令和

年 月 日

円 円

同

別
居

別居の

住 所

〒 － 仕送

り額

毎月 円

年額 円

任意継続被保険者の保険料納付については、健康保険法上厳しい条件があり（健康保険法第 37・38 条、裏面記載）、保険料が納入

期日までに納付されない場合は、その翌日から資格喪失になります。

職業

職業

種別

種別男
・
女



■ 任意継続被保険者の保険料納付等に係る健康保険法の規定

第 37 条第２項【任意継続被保険者】 
第 3 条第 4 項（任意継続被保険者の定義）の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納

付しなかったときは、同項の規定にかかわらず、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなす。た

だし、その納付の遅延について正当な理由があると保険者が認めたときは、この限りでない。

第 38 条【任意継続被保険者の資格喪失】 
任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至った日の翌日（第 4 号又は第 5 号に該当するに至った

ときは、その日）から、その資格を喪失する。

1. 任意継続被保険者となった日から起算して 2 年を経過したとき（翌日）

2. 死亡したとき（翌日）

3. 保険料（初めて納付すべき保険料を除く）を納付期日までに納付しなかったとき（納付の遅延について正当

な理由があると保険者が認めたときを除く）（翌日）

4. 被保険者となったとき（その日）

5. 船員保険の被保険者となったとき（その日）

■ 任意継続被保険者の保険料納付期限は、原則として当月 10 日までです。

本件に関する照会及びお問い合わせは、お勤めだった事業所の健保担当者、もしくは健康

保険組合までお願いします。

経済団体健康保険組合 担当：松木

電  話：03-3263-4955 
メールでのお問い合わせについては、当健保組合ホームページの

「問合せ窓口」よりお願いします。
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